
世田谷区立身体障害者
自立体験ホームなかまっち

「それぞれの自立を一緒に作る」

指 定 管 理 ： 特 定 非 営 利 活 動 法 人 つ ど い

なかまっち「自立体験室」について



20年以上にわたって

利用者さんの地域生活ニーズ

に応え続けてきました

日帰り・宿泊
サービスの提供

地域生活での
相談・支援

身体障害者自立体験ホーム「なかまっち」とは？



「自立体験室」は世田谷区の独自事業です

• 自立体験室（一般利用）… 1カ月～1年間

• 自立体験室（短期利用）…1泊～1カ月

• 短期入所（緊急利用含む）…1泊～3泊4日

• 日中ショートステイ…日帰り

・地域移行

・家庭内自立

・GH入居など

・体験

・地域生活維持

・緊急

・レスパイト

世 田 谷 区 独 自 事 業

世 田 谷 区 独 自 事 業

法 内 事 業

なかまっち自主事業
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自立生活への

継続的な取り組み

・最⻑1年間
・基本的に1回のみの利⽤

・1泊〜1ヶ⽉
・継続的に何度でも利⽤可能

生活の
大きな変化

地域移行

「自立体験室」はどのように使えるの？

⼀般・短期いずれも居宅介護ヘルパーを利⽤

※申請には⼿続きと審査会を経る必要があります。詳細はなかまっちまでお問い合わせください。
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病院・施設

31%

家族と生活

66%

自宅で一人

暮らし

3%

入 居 前

入院

5%

施設入所

8%

グループホーム等入所

6%

家庭内自立

（ヘルパーと生活）
29%

自宅で一人

暮らし
5%

アパートで

一人暮らし
47%

退 所 後

なかまっち
⾃⽴体験

（⼀般利⽤）

生活はどのように変化した？



ヘルパーとの生活

どんなプログラムを行なっているの？

入 居 退 所
掃除・洗濯

買物・調理 契約・改修・引越

住居見学・住宅探し

本人を支えるチーム作り

利⽤者さんそれぞれの状況・希望に合わせて、担当⽀援員と共に⾏う内容を考えていきます。

自立体験室(一般利用)の1年間（例）



詳細はなかまっちまで
お問い合わせください！

【電話】03-5758-2626（平日9:00〜18 :00）

【メール】nakama@tsudoi.tokyo


